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総務部 職員課 

議案第 98 号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ

いて 

１ 制定の趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）の施行に伴い，関

係する条例の規定の整備をしようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 盛岡市職員給与支給条例（昭和24年条例第２号）の一部改正 

ア 職員の定義及び単純な労務に雇用される職員の定義から会計年度任用職員を除く。 

イ 定数外職員の給与の支給に係る規定を削る。 

(2) 盛岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和26年条例第49号）の一部改正 

会計年度任用職員の休職の期間を，任命権者が定める任期を超えない範囲内において任命権

者が定める期間とする。 

(3) 盛岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年条例第50号）の一部改正 

パートタイム会計年度任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第22条の２第１項

第１号に掲げる者をいう。以下同じ。）に対して減給を行う場合は，報酬を減ずるものとする。 

(4) 盛岡市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和28年条例第51号）の一

部改正 

ア 会計年度任用職員に係る給与の種類を，給料及び手当とする。 

イ パートタイム会計年度任用職員の手当の種類を通勤手当，業務手当，超過勤務手当，休日

給，夜勤手当，宿日直手当及び期末手当とする。 

ウ フルタイム会計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる者をいう。

以下同じ。）の手当の種類を通勤手当，業務手当，超過勤務手当，休日給，夜勤手当，宿日

直手当，期末手当及び退職手当とする。 

エ 会計年度任用職員に係る給与の基準を，管理者が定めるものとする。 

(5) 盛岡市職員の退職手当に関する条例（昭和31年条例第15号）の一部改正 

ア 退職手当が支給される職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上あ

る月が引き続いて12月を超えるに至ったフルタイム会計年度任用職員に対して退職手当を支

給するとともに，12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間（フルタイム会計

年度任用職員が当該期間の間に引き続いて当市の職員となった場合にあっては，職員となる

前の引き続いて勤務した期間）を職員としての引き続いた在職期間とみなすものとする。 

イ アのフルタイム会計年度任用職員であった者（その者に相当する当市以外の地方公共団体

のフルタイム会計年度任用職員及び国家公務員退職手当法（昭和28年法律第 182号）第２条
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第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての在職期間を職員以外の地方公務

員等としての引き続いた在職期間に含むものとする。 

ウ 臨時職員の退職手当の支給に係る規定を削る。 

(6) 盛岡市職員定数条例（昭和33年条例第25号）の一部改正 

職員の定義から除く者を，６月以内の期間を定めて雇用される者から臨時的に任用された者

に改める。 

(7) 盛岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第25号）

の一部改正 

職員の定義から，地方公務員災害補償法施行令（昭和42年政令第 274号）の適用を受ける者

を除く。 

(8) 盛岡市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成６年条例

第41号）の一部改正 

地方公務員法から引用する規定の整理を行う。 

(9) 盛岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成14年条例第５号）の一部改正 

地方公務員法から引用する規定の整理を行う。 

(10) 盛岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第６号）の一部改正 

人事行政の運営等の状況を報告しなければならない事項に，フルタイム会計年度任用職員に

係る事項を加える。 

(11) 盛岡市市立病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成19年条例第36号）の一

部改正 

ア 会計年度任用職員に係る給与の種類を，給料及び手当とする。 

イ パートタイム会計年度任用職員の手当の種類を初任給調整手当，地域手当，通勤手当，

特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当及び期末手当

とする。 

ウ フルタイム会計年度任用職員の手当の種類を初任給調整手当，地域手当，通勤手当，特

殊勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，期末手当及び

退職手当とする。 

エ 会計年度任用職員に係る給与の基準を，管理者が定めるものとする。 

(12) 盛岡市立幼稚園の教員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成21年条例第

５号）の一部改正 

   会計年度任用職員である市立幼稚園の教員の給与，勤務時間その他の勤務条件を，会計年度

任用職員の給与等に関する条例（平成31年岩手県条例第６号）の適用を受ける盛岡市立学校職

員の例によるものとする。 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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総務部 職員課 

 

議案第 99 号 

盛岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例について 

 

１ 制定の趣旨 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）及び地方公務員法（昭和25年法律第 261号）の改正に伴い，

会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

２ 条例の内容 

 (1) パートタイム会計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる者をいう。

以下同じ。）（同法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員（以下「技労職員等」とい

う。）である者を除く。(3) までにおいて同じ。）に係る事項 

ア 給料に相当する報酬として，盛岡市職員給与支給条例の適用を受ける職員（以下「給与条

例適用職員」という。）との権衡や職務の特殊性等を考慮し，規則で定める基準に従い，任

命権者が定める額を支給することとし，その支給方法等及び減額の基準を定める。 

イ 初任給調整手当，地域手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。），

時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当の各手当に相当する報酬を支給

することとし，その額及び支給方法等を定める。 

ウ パートタイム会計年度任用職員が通勤のため交通機関等を利用した場合及び職務のため旅

行した場合に，その費用を弁償することとし，その額及び支給方法を定める。 

 (2) フルタイム会計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる者（技労職員

等である者を除く。）をいう。以下同じ。）に係る事項 

ア 給与条例適用職員との権衡や職務の特殊性等を考慮し，規則で定める基準に従い，任命権

者が定める額の給料を支給することとし，その支給方法等及び減額の基準を定める。 

イ 初任給調整手当，地域手当，通勤手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（これに準ずる手当

を含む。），時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当及び宿日直手当を支給すること

とし，その額及び支給方法等を定める。 

(3) パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員に関する事項 

ア 会計年度任用職員に期末手当を支給することとし，その額及び支給方法を定める。 

イ 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与の支給基準を定める。 

(4) 会計年度任用職員のうち技労職員等に関する事項 

ア 給与の種類を給料，初任給調整手当，通勤手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（これに準

ずる手当を含む。），時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当及び期末
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手当とし，給与の基準を職務の性質及び責任の度に基づき，かつ，他の会計年度任用職員と

の権衡を考慮して規則で定めるものとする。 

イ パートタイム会計年度任用職員のうち技労職員等が職務のため旅行した場合に，その費用

を弁償することとし，その額及び支給方法を定める。 

 

３ 施行期日 

 令和２年４月１日 
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総務部 職員課 

議案第  100 号 

盛岡市職員給与支給条例等の一部を改正する条例について 

１ 制定の趣旨 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第37号）の施行に伴い，期末手当等を支給される者の要件を改めるほか，必要な

規定の整備をしようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 盛岡市職員給与支給条例（昭和24年条例第２号）の一部改正 

期末手当及び勤勉手当の支給に係る規定から，成年被後見人又は被保佐人に該当して失職し

た職員に係る部分を削る。 

(2) 盛岡市旅費条例（昭和26年条例第19号）の一部改正 

地方公務員法（昭和25年法律第 261号）から引用する規定の整理を行う。 

(3) 盛岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和26年条例第49号）の一部改正 

地方公務員法から引用する規定の整理を行う。 

(4) 盛岡市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和28年条例第51号）の一

部改正 

ア 期末手当及び奨励手当の支給に係る規定から，成年被後見人又は被保佐人に該当して失職

した職員に係る部分を削る。 

イ 退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分に係る規定から，成年被後見人又は

被保佐人に該当して失職した場合に係る部分を削る。 

(5) 盛岡市職員の退職手当に関する条例（昭和31年条例第15号）の一部改正 

一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分に係る規定から，成年被後見

人又は被保佐人に該当して失職した場合に係る部分を削る。 

(6) 盛岡市市立病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成19年条例第36号）の一部

改正 

ア 期末手当及び勤勉手当の支給に係る規定から，成年被後見人又は被保佐人に該当して失職

した職員に係る部分を削る。 

イ 退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分に係る規定から，成年被後見人又は

被保佐人に該当して失職した場合に係る部分を削る。 

３ 施行期日 

令和元年12月14日 
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上下水道局 給排水課 

 

議案第 101 号 

盛岡市下水道条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第37号）の制定の趣旨を踏まえ，排水設備等の工事を施行する者の指定に係る基

準及び手続を改める。 

また，社会情勢の変化を踏まえ，当該指定を受けた者であることを証する標示板を廃止するこ

とに伴い，当該指定を受けた者であることを証する書面に係る手続に改めるとともに，下水道事

業の安定的な経営に資するため，当該指定に係る手数料を新たに定めるほか，必要な規定の整備

をしようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 排水設備等の工事を施行する者の指定に係る基準のうち，成年被後見人又は被保佐人に該当

しない者であることを，心身の故障により排水設備等の工事の事業を適正に行うことができな

い者として管理者が定めるものに該当しない者であることに改める。 

(2) 排水設備等の工事を施行する者の指定の申請の際に添付する図書のうち，(1) の基準に該当

しないことを証する書類を，当該基準に該当しないことを誓約する書類に改める。 

(3) 排水設備等の工事を施行する者として管理者の指定を受けた者（以下「工事店」という。）

であることを証する標示板に係る規定を削る。 

(4) 工事店であることを証する書類の再交付及び返納に係る手続を定める。 

(5) 排水設備等の工事を施行する者の指定に係る手数料を新たに定め，その額を１件につき

11,000円とする。 

 

３ 施行期日 

(1) ２－(1) から(4) まで 公布の日 

(2) ２－(5)  令和２年４月１日 
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市民部 市民登録課 

 

議案第 102 号 

盛岡市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

 (1) 女性活躍推進の基盤を整備することを目的とし，住民票に旧氏を記載できることとされたた

め，印鑑登録についても旧氏の印鑑を登録することができるようにするものである。 

 (2) 印鑑登録に係る手数料の徴収を定めた印鑑条例に減免の規定を追加するほか，所要の規定整

備をしようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 旧氏の印鑑登録について  

ア 住民票に旧氏の記載がされている者にあっては，当該旧氏を印鑑登録票に登載することと

する。 

  イ 住民票に記載がされている旧氏及び名，旧氏並びに旧氏及び名の一部を組み合わせたもの

で表した印鑑を登録することができることとする。 

 (2) 手数料の減免について 

市長が特に必要があると認めたときは，印鑑の登録，印鑑登録証の引換交付及び印鑑の登録

証明の申請に係る手数料を減免することができる旨の規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

 (1) ２―(1) 令和元年11月５日 

 (2) ２―(2) 公布の日 
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平
成

31
年
４
月

17
日
公
布
，
令
和
元
年

11
月
５
日
施
行
 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
 

(昭
和

42
年
政
令
第

29
2
号
) 

公
的
個
人
認
証
法

（
※
２
）
施
行
令

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

（
※
１
）
施
行
令

 

印
鑑
登
録
証
明
事
務
処
理
要
領

(
昭
和

49
年
自
治
振
第

10
号
)
の
改
正
 

（
令
和
元
年

1
1
月
５
日
施
行
）

 

 
旧
氏
に
対
応
す
る
内
容
に
改
正

 
改
正
 

盛
岡
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
（
令
和
元
年

1
1
月
５
日
施
行
）

 

住
民
票
に
旧
氏
が
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
 

 
①
印
鑑
登
録
票
に
旧
氏
を
登
載
す
る
こ
と

 

 
②
旧
氏
と
名
，
旧
氏
，
旧
氏
と
名
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
表
し
た
印
鑑

の
登
録
が
で
き
る
こ
と

 

住
民
票
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
旧
氏
を
記
載
し
て
証
明
す
る
こ
と
と
併
せ
て
，
印

鑑
登
録
証
明
書
に
も
旧
氏
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
，
同
一
人
物
た
る
証
明
が

容
易
と
な
り
，
契
約
等
に
お
け
る
旧
氏
使
用
に
資
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

 

各
種
手
続
き
に
旧
姓
（
旧
氏
）
が
併
記
さ
れ
た
住
民
票
が
使
用
で
き
る
ほ
か
，
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
旧
氏
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
で
，
就
職
や
職
場
等
に
お
け
る
旧
姓
で
の

身
分
証
明
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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総務部 危機管理防災課 消防対策室 

 

議案第 103号 

盛岡市非常勤消防団員の定員，任用，服務等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第37号）による地方公務員法（昭和25年法律第 261号）の改正に準じ，非常勤の

消防団員の失格条項を改めるほか，必要な規定の整理をしようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

  非常勤の消防団員の失格条項から成年被後見人又は被保佐人である者を削る。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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保健福祉部 地域福祉課 

 

議案第 104号 

盛岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）第18条の規定に基づき，災害弔慰金

及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため，盛岡市災害弔慰金等支給審査会を

設置しようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 組織 

盛岡市災害弔慰金等支給審査会は，委員５人以内をもって組織し，委員は，知識経験を有す

る者及び医師等の医療に従事する者のうちから市長が委嘱する。 

(2) 任期 

委員の任期は，３年とする。 

(3) 招集 

盛岡市災害弔慰金等支給審査会は，市長が招集する。 

(4) 庶務 

盛岡市災害弔慰金等支給審査会の庶務は，保健福祉部において処理する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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子ども未来部 子育てあんしん課 

 

議案第 105号 

盛岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例及び盛岡市幼保連携型認定こども園の設備

及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

建築基準法（昭和25年法律第 201号）の改正に伴い，児童福祉施設及び幼保連携型認定こども

園の設備の基準を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 盛岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成24年条例第56号）の一部改正 

保育所において乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室を３階以上に設ける場合の設備の基準

に，建築基準法に規定する耐火建築物であることを加える。 

(2) 盛岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例（平成26年条例第33号）

の一部改正 

幼保連携型認定こども園において乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室を３階以上に設ける

場合の設備の基準に，建築基準法に規定する耐火建築物であることを加える。 

 

＜改正前＞ 

 建築基準法（改正前） 保育所基準 
幼保連携型 

認定こども園基準 

３階 

以上 
耐火建築物 ← ←← 

 

＜改正後：建築基準法に規定する耐火建築物を規定に加える＞ 

 建築基準法（改正後） 保育所基準 
幼保連携型 

認定こども園基準 

３階

以上 

耐火建築物。 

ただし，３階で延べ面積

200㎡未満のものを除く。 

耐火建築物 耐火建築物 

３ 施行期日 

公布の日 

４ 改正による影響 

 建築基準法の一部改正前と同等の耐火性能基準が維持されることとなり，火災時の避難に通常

よりも時間を要することが考えられる児童の安全性が引き続き確保されるものである。 
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上下水道局 給排水課 

 

議案第 106号 

盛岡市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

水道法（昭和32年法律第 177号）の改正に伴い，指定給水装置工事事業者の指定について，５

年の更新制が導入されたことから，当該指定の更新に係る手数料を新たに定めようとするもので

ある。 

 

２ 改正の内容 

指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定め，その額を１件につき11,000円とす

る。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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